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在宅支
援

• 主に、市区町村

• 必要に応じ、児童相談所に送致

一時保
護

• 申立：児童相談所（原則は事前審査、緊急一時保護の場合は後付け審査）

• 審査：家庭裁判所

• 親子関係のアセスメント：児童相談所

社会的
養育

• 児童福祉司指導

• 親権者不同意なら２８条審判

親権停
止審判

• 申立：児童相談所

• 審判：家庭裁判所

親権喪
失審判

• 申立：児童相談所

• 審判：家庭裁判所

特別養
子縁組

• 申立：養親

• 審判：家庭裁判所

保護者ケ
ア・治療

・受療命令：家庭裁判所
・治療提供：児童相談所

親子再統合

１．一時保護から特別養子縁組に至る
まで一貫して家庭裁判所が関与
する仕組みに変える。

２．保護者の養育態様を変容させるに
足る強制力を持ったケアや治療に
親権者が反応しない場合は、それ
を根拠にして親権制限を強める
仕組みに変える。

不服申立て行政訴訟の問題点
1．不服申立てでは事前審査ができない。
2．脆弱家庭の保護者は行政訴訟を起こせず、不服申立て機会の均等性が保障されていない。
3．行政訴訟の場合、関わるのは地方裁判所となり、家庭裁判所関与の継続性を担保できない。

保護者ケア・治療の強制力
1．米国型：少年裁判所が親権者に対して直接命令を出す。
2．英国型：地方当局のケア・プランを家庭裁判所が承認

したうえで、地方当局にその措置を執るよう命令を出す。
3．仏国型：地方当局の指導や措置に対する保護者の

対応を家庭裁判所が審査して、改善がなければ、
親権制限を強める。
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「第4回児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在

り方に関する検討会」個別の論点に対する意見	 

藤林武史・久保健二・山田不二子	 

	 

１	 制度全体のあり方について	 

 児童相談所は，相談者のニードを傾聴し，相談者に寄り添い，ニードを充足すること

を本旨とする，福祉機関（児福法１２条）である。しかし，特に子ども虐待対応において

よく行われる，一時保護，立入調査，面会通信の制限（接近禁止），親の意に反する

長期分離（里親委託・施設入所）などの強制的処分は権利制限・侵害にかかるもので

あり，本来福祉（行政）機関が単独で判断すべきではなく，人権保障制度としての司

法機関がその適正性を判断すべきである。現在は，親の意に反する長期分離のみ司

法機関たる裁判所が関与しているが，その他の強制的処分にも裁判所が関与すべき

である。 

 そして，これらの強制的処分はそれぞれ別個の手続きではなく，一連の虐待対応の

流れの中で行われる。すなわち，虐待事案を認知すれば，子どもの安否確認等の調

査をなし（場合によっては立入調査を実施し），調査の結果，家庭からの分離が必要

であれば一時保護を行い，一時保護中の面会等が子どもの利益に反するようであれ

ば面会等を制限し，家庭環境が短期で改善しなければ子どもを里親に委託するなど

長期的に分離する。もはや家庭に返すことができなければ親権喪失，特別養子縁組

の手続きへと移っていくことになる。 

 なお，前記調査の結果，すぐに家庭から分離する必要まではないものの虐待や不

適切養育が認められる場合にはこれを改善するよう指導するが，任意に改善が図ら

れないときは，家庭養育原則（児福法３条の２）を維持しつつ子どもの権利保障を図

るため強制的処分による指導が必要となる。ここでも家庭内に公権力が強制的に介

入する以上人権侵害のおそれがあり裁判所の関与を必要とする。かかる強制的処分

による指導がなされても改善されない場合に，子どもの権利を最大限保障するため

には長期的分離，親権喪失，特別養子縁組への移行が必要となる。 

 このように一連で行われる手続きを分断して判断することは、的確かつ迅速な事実

把握を妨げ，その結果，判断を遅らせ，子どもを長期的に不安定な状態に置くことに

なる。また，一連の事実を十分に把握した上で判断することこそ，個々の子どもの権

利を最大限保障する処遇とすることができる。これらのことを考え合わせると，裁判所

が一貫して（事案の入り口から出口まで）関与するのが相当である。 

 そうすると，現在裁判所が関与することになっている手続きも含めて，保護者指導，

一時保護，立入調査，面会通信制限（接近禁止），長期的分離，親権喪失，特別養子

縁組の各手続きを一体のものとして裁判所関与を基本とする制度を構築する必要が

ある。 
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２	 一時保護について	 

（１）必要性について	 

	 意見 従来から繰り返されてきた下記意見に加えて、一時保護から始まる親権制

限の一連のプロセスに、裁判所が継続的に関与することで、安心安全な家庭の維持

や家庭復帰、あるいは親族による養育や養子縁組などのパーマネンシー保障を可能

にすることが期待できる。 

	 

（２）目指す方向性	 

・事務局案	 親権者の同意がなく2か月を超える一時保護について、28条措置(親

権者の同意がない施設入所等の措置)	 との均衡も考慮し、裁判所の関与を導入

することが考えられる。親権者の同意がない2か月以下の一時保護についても、

裁判所の関与を導入することも考えられるか。	 

	 

意見 ２か月を超える場合にのみの導入は、今回の課題となっている「一時保護その

ものの適否に関する司法審査」とはまったく論点が異なる。行政判断だけで親権制限

を行いうる期間が２か月は長すぎるのではないか。また、対立構造が２か月続くこと

につながり、一時保護に裁判所の関与を導入する必要性に合致しない。ドイツの一

時保護を参考に。また、この期間の考え方は、虐待通告があり躊躇なく保護するため

の事後審査のための期間であり、事前に計画された保護については、裁判所の許可

を得て（審査を経て）保護を実施する制度も当然あるべき。 

 

（３）裁判所が判断する際の要件は、どの程度明確化する必要があるか。 	 

意見 児童相談所運営指針では、一時保護の必要性は、緊急保護、行動観察、短期

入所指導の場合を掲げている。そして、緊急保護の場合の例示として、 

①棄児、迷子、家出した子ども等現に適当な保護者又は宿所がないために緊急に 

その子どもを保護する必要がある場合 

②虐待、放任等の理由により子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合 

・一時保護が重大な権利侵害に当たり得ること、また、現実的に親権や子どもの権利に与えている影

響及び児童の権利に関する条約の規定・趣旨から考えて、一時保護の場面においても司法が関与する

仕組みを検討するべきである（専門委員会報告書） 
・一時保護は,親権の一部を制約するものであり,子どもの居所が限定されることをはじめとして子ども
の自由が事実上制約されるものであり,国連子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)第 9 条第 1 項
の趣旨からしても司法審査を要すると解するのが相当と解される（日弁連） 
・また,現実の問題として,親が一時保護に反対しているときに,一時保護を行う児童相談所との間で対立
構造となり親へのケースワークが進まないことがあるが,一時保護に対する司法審査を経ることで,こ
れが解消されケースワークが円滑となることも期待される。（日弁連） 
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③子どもの行動が自己又は他人の生命、身体、財産に危害を及ぼし若しくはその

おそれがある場合 

④一定の重大事件に係る触法少年と思料すること等のため警察から法第２５条に 

基づき通告のあった子ども又は少年法第６条の６第１項に基づき送致のあった子

どもを保護する場合 

を掲げている。 

 保護者から一時保護の申し入れや保護者が同意しているときは一時保護の必要性

の判断において現在でもそれほど問題となることはない。一時保護の実施において

最も問題となるのは緊急保護の場合が多いため、まずこれを整理する。緊急保護の

要件を絞りすぎたり、虐待等があると断定しなければならなかったりしたのでは子ども

の安全を守ることができない。一方で、要件を緩和しすぎると不当な権利侵害を防止

できない。そこで、具体的例示（前記運営指針の例を参考に）を掲げて要件に一定の

範囲に絞りつつ、虐待・放任のあることを断定まではする必要がなく、「おそれ」の程

度でも十分とする。また、性的虐待等まず一時保護をしてからでなければ、子どもの

供述を聴取する等の適当な調査ができない場合にも緊急に一時保護が必要になる

ためこの場合も同様とする。下記に条文例を示す。 

	 

（４）裁判所の審査手続はどのようなものとすべきか。	 

意見  

１ 緊急の場合の事後審査、保護者の同意ある場合の審査不要 

 一時保護が保護者の権利制限になることが裁判所の審査手続きの必要性の根拠

の一つであるため、保護者が同意していたり、保護者から一時保護の申し込みがあ

ったりしたときは、裁判所の審査手続きの必要性が低くなるため、これを不要とする。 

 また、常に裁判所の審査手続きを一時保護の前に要求すると子どもの安全が図ら

れない。そこで、緊急の場合は、裁判所の事前審査を経ることなく、事後審査とする。

そして、前記のとおり、保護者の同意のある場合は、裁判所の審査手続きの必要性

・（条文例）児童に適当な保護者がない、児童が虐待を受けたことにより生じたと思われる重度の傷害

を負っている又は児童が危難を回避するため自ら保護を求める等当該児童につき緊急に一時保護を行

わなければ当該児童の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、当該児童につき緊急に一時

保護を行わなければ当該児童に対する虐待の有無その他当該児童の状況等について適当な調査を行う

ことができないおそれがあると認めるとき、そして、一時保護の緊急性まではないが、一時保護しな

ければ子どもの利益が害される場合（例えば、ネグレクトが想定される。）にも一時保護を可能としな

ければならない。そこで、緊急保護の場合よりも要件を厳格にし、ここでも具体的例示で要件に縛り

をかける。 
（条文例）虐待等の不適当な行為により児童がその生命、身体の安全若しくは生活環境を害され又は

心理的外傷を被る疑いその他当該児童につき一時保護を行わなければ当該児童の利益が害される疑い

があると認めるとき、当該児童に対する虐待の有無その他当該児童の状況等について適当な調査を行

うために必要があると認めるとき 
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は低くなることから一時保護後保護者が同意したときは裁判所の審査手続きを不要

としてもよいと考える。この点、積極的な同意を必要とすると、一時保護の実施を知っ

ても何ら反応しない保護者もいるため、この場合にまで裁判所の審査手続きを必要と

するのは無駄な手続きとなることもある。そこで、保護者が異議を申し出たときにその

手続きを採ることとするのがよいのではないか。もっとも、保護者の異議がないと２か

月間まったく裁判所の審査手続きがなされないというのは結局これまでと同じように

行政判断だけで権利侵害の状態が継続することになる。ドイツの少年局による一時

保護を参考に、保護者の異議申し出期間を７日間に限定すべきである。 

 なお、一時保護から７日以内に一時保護が解除されたときも裁判所の審査手続き

は不要とする。 

２ 裁判所の審査の対象 

 事前審査の場合は、手続きの時点における要件該当性が審査の対象となる。その

ため、許可状を発付してから長期間経過すると要件該当性の根拠となった事情にも

変化の生じることも考えられるため、７日間を許可状の有効期間とすることが考えら

れる。 

 事後審査の場合は、前記１のとおり７日以内に審査手続きを採ることになるため、

十分な資料収集も困難であるし、虐待等の認定も困難であると考えるため、一時保

護をなした時点において要件該当性があったか否かに絞り、審査時点で明らかに一

時保護の必要性がない場合以外は、裁判所は許可状を発付しなければならないこと

とすべきである。 

３ 異議申立て 

 前記２のとおり裁判所の審査手続きもかなり簡素な手続きを想定していることから、

適正手続きをさらに充実させるために許可状発付の裁判に対して異議申立ての制度

を置くべきである。その際は、少年法の観護措置に対する異議申し立てが参考にな

る、 

	 

（５）児童相談所等における体制をどの程度充実させる必要があるのか	 

（６）親権者の同意がない2か月以下の一時保護についても、裁判所の関与を導

入することも考えられるか。その場合、緊急時の対応に支障が出ないようにす

ること、また、児童相談所が必要な一時保護をためらう等子どもの適切な保護

がさまたげられることがないようにすることが必要と考えられる。	 

意見 今回の全国調査において、１週間を超えて同意のない一時保護件数は、今回

の全国調査によると、人口１００万人に対して月に１．４件ということになり、裁判所へ

の申立てを多く手がけている児童相談所にとっては負担にはならない。しかし、裁判

所への申立て件数の少なく経験の乏しい児童相談所においては、少ない件数であっ

ても、書面作成のための事実認定作業など準備段階から心理的負担感を強く感じる
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ことになり、保護をためらうこともあるかもしれない。この問題を解決するためには、事

後審査の猶予期間を１ヶ月や２ヶ月といった長期化する方策ではなく、各都道府県に

弁護士が十分配置されるなど法的対応力を強化する方策で対応可能である。 

	 

４	 面会通信制限、接近禁止命令	 

意見	 裁判所が関与する制度とすることに賛成であるが，その決定は，手続き

の迅速性や簡素化のため，一時保護や里親委託等の決定の際に裁判所が職権で

行うことを原則として，必要に応じて児童相談所長の申し立ても可能であると

の仕組みが適当である。	 

また，決定に違反した場合の罰則（ＤＶ防止法のような）を定めなければ実効

性を欠くことになり，子どもの安全安心が図られないため，罰則の新設も必要

である。	 

	 	 

６	 裁判所命令について	 	 

（１）必要性について	 

意見 今回の全国調査において、平成27年中に勧告がなされた１４事例について、７

件５０％に行動変容がみられ指導に従ったという結果であった。また、２５年中に勧告

がなされた５３件においては、勧告がなされなかった事例との比較がないため、直接

の効果かどうかわからないものの、２７件に同意が行われ、６件が措置解除に至って

いる。この事実は、一見、勧告の効果があるように解釈することも可能であるが、27

年調査では、その効果は５０％にしか及んでおらず、25年調査においても６２％の改

善しかなく、勧告制度の効果が限定的であることを示している。しかも、注目すべきは、

25年調査で措置解除に至った事例が６件と約１０％である。勧告制度の目的は保護

者の態度変容ではなく、そのことを通じて、子どもが安全安心な家庭に復帰できるこ

とである。その観点から考えると、現状の勧告制度のみでは子どもの家庭復帰を促

進しているとは言えない。子どもが安全安心な家庭で養育を受けることが実現するよ

うに、裁判所命令の仕組みが必要である。 

 

（２）目指す方向性	 

	 保護者指導の実効性を高めるため、海外の事例も参考にしつつ、裁判所が直

接保護者に対して行政機関の指導に従うことを義務付ける裁判所命令の仕組み

を設けることが考えられるのではないか。	 

意見 

 現行上のいわゆる２号措置は、行政機関の判断のみでなされ、これに従わなかった

場合や奏功しない場合の処遇が定められておらず、保護者の動機付けにならず、又

保護者がこれに従わないことも多く、その有効性に疑問があった。また、現行上、法２
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８条審判の際になされる裁判所の勧告は、保護者に直接なされないため保護者に対

する影響力が小さく、その動機付けが弱いし、同勧告は親子分離を前提としており、

家庭養育原則（法３条の２）のもと、できる限り子どもが家庭にいて適当な養育を受け

られることが相当である。 

そこで、公平公正な見地から裁判所の判断によって直接保護者に対して指導に従う

ことを命じ、これに従わない場合や奏功しない場合には、子どもの利益を図るため次

の段階（一時保護、親権制限、特別養子縁組）に進む制度を構築すべきである。 

	 

（３）論点	 具体的な要件や仕組みについてどう考えるか。(第28条審判や親権

制限審判の場合、一時保護中、同意入所中、在宅ケースの場合)	 

意見 裁判所命令の目的は子どもが適当な家庭養育を受けることにあるため、要件

としては、子どもが適当な家庭養育を受けるために保護者が児童相談所の指導に従

うことが必要であると認めるときなどとすることが考えられる。 

 仕組みとしては、 

①	 申立て＝児童相談所長 

②	 申立ての際、児童相談所が作成した保護者が従うべき指導内容を提出。

指導内容としては、通所（回数、頻度）、受講すべきプログラム、改善すべ

き家庭環境、受診すべき医療機関・・・等 

③	 指導内容を裁判所が審査→保護者の意見聴取→指導内容につき児童

相談所の変更→命令（２年間以内の期間設定）、命令に従わない又は改

善が認められない場合の措置を説明。 

  ④保護者が従わない場合又は設定された期間内に改善が認められない場合、

児童相談所長の申立てにより、裁判所が子どもの一時保護、親権制限、

特別養子縁組を命じる。 

	 

（４）論点	 現行法上の裁判所による勧告や都道府県知事による勧告との関係

をどう整理するか。	 

意見 廃止又はまったく別の制度として存続させる。 

	 

（５）裁判所命令の実効性を高めるための方策として、どのようものが考えら

れるか。例えば、命令違反に対して過料を設けることは考えられるか。その場

合には、過料を科す場合の構成要件をどのように考えるか。	 

意見 前記のとおり、裁判所命令の目的は子どもが適当な家庭養育を受けることに

あるため、過料を科しても意味がない。すなわち、過料を科されても保護者が払ってし

まえば、結局子どもは適当な家庭養育を受けることも次の段階に進むことができない

状態が持続することにもなりかねない。 
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 もちろん過料を科すことによって動機づけの一つにはなるかもしれないが、これは

経済的な制裁を回避したいとの思いが先立つことになってしまい、子どものためやら

なければという動機づけにはつながらないと考える。 

	 	 

（６）行政と司法の役割分担との関係をどう整理するか。	 

意見	 前記の仕組みのとおり、行政（児童相談所）が保護者に対する指導内容

を策定し、これを司法（裁判所）が審査し、適当と認め、要件にも充足すると

判断したときは、命令を発するというのは、行政行為を司法がチェックすると

いう行政と司法の役割分担の趣旨に合致すると考える。また、このような仕組

みは、少年法の保護観察処分やいわゆる医療観察法の入院・通院命令と類似し

ており、必ずしも行政と司法の役割分担を破壊するものではないと考える。	 
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諸
外
国

に
お
け
る
一
時

保
護

審
査

及
び
裁

判
所

命
令
に
関
す
る
法
制
度

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

一
時
保
護

に
対
す
る

司
法
審
査

少
年
局
は
、
児
童
及
び
青
少
年
の
福
祉
が
急
迫
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
れ
ば
、
親
の
同
意

又
は
家
庭
裁
判
所
の
関
与
が
な
く
て
も
、
行
政
行
為
の
一
つ
と
し
て
、
子
を
緊
急
か
つ
一
時
的

に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
初
動
措
置
と
し
て
の
一
時
保
護
に
お
い
て
は
、
少
年
局
は

、

―
通
常
の
養
育
援
助
措
置
の
場
合
と
異
な
っ
て
―
子
の
居
所
を
指
定
し
、
必
要
な
養
育
等
を
行

う
権
限
を
も
つ
。
こ
れ
は
、
行
政
に
よ
る
親
権
へ
の
介
入
を
意
味
し
、
基
本
法
上
、
親
が
優
先

的
な
養
育
の
権
利
義
務
を
も
つ
こ
と
の
重
大
な
例
外
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
少
年
局
の
一
時
保

護
措
置
は
、
親
の
同
意
、
あ
る
い
は
司
法
機
関
で
あ
る
家
庭
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
少
年
局
は
、
一
時
保
護
に
つ
い
て
遅
滞
な
く
親
権
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
親
権
者
が
子
の
保
護
措
置
に
異
議
を
述
べ
た
と
き
に
は
、
直
ち
に
子
を

返
還
す
る
か
、
あ
る
い
は
家
庭
裁
判
所
に
保
護
措
置
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
局
に
よ
る
一
時
保
護
（
提
出
構
成
員
註
：
司
法
審
査
を
経
な
い
一
時
保
護
）
は
、
あ
く

ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
数
日
～

2
週
間
程
度
継
続
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
（
一
般
に

は
2

週
間
が
限
度
で
あ
る
と
さ
れ
る

）、
数
ヶ
月
継
続
す
る
場
合
に
は
違
法
と
さ
れ
る
。

少
年
局
に
よ
る
一
時
保
護
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
次
の
①
～
③
の
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

、

①
児
童
又
は
青
少
年
が
自
ら
保
護
を
求
め
た
場
合
、

②
児
童
又
は
青
少
年
の
福
祉
に
対
す
る
急
迫
の
危
険
の
た
め
に
、
子
の
保
護
が
必
要
と
さ
れ
て

お
り
、
し
か
も

(a
)監

護
権
者
が
異
議
を
唱
え
て
い
な
い
場
合

又
は

(b
)家

庭
裁
判
所
の
決
定
を
適
時
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

あ
る
い
は

③
外
国
人
で
あ
る
児
童
又
は
青
少
年
が
単
独
で
ド
イ
ツ
に
来
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
内
に
監
護
権

者
も
養
育
権
者
も
存
在
し
な
い
場
合

で
あ
る
。
特
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
①
と
②
で
あ
る
。

少
年
局
は
、
一
時
保
護
措
置
の
た
め
に
、
子
を
適
切
な
人
（
緊
急
養
育
人
、
隣
人
、
友
人
、

親
権
を
も
た
な
い
親
な
ど

）、
あ
る

い
は
社
会
福
祉
施
設
そ
の
他
の
居
住
施
設
（
少
年
及
び
青
少

年
保
護
施
設
、
女
子
施
設
、
そ
の
他
の
養
育
施
設
）
に
託
置
す
る
権
限
を
も
つ
。
一
時
保
護
施

設
を
も
つ
少
年
局
で
は
、
そ
こ
で
子
を
保
護
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
少
年
局
が
一
時
保

護
に
関
し
て
、
子
の
居
所
指
定
権
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る

。【
出
典
：
西
谷

祐
子
．
海
外
調

査
（
ド
イ

ツ
）
報
告
．
海
外
制
度

調
査
報
告
書
（
ド
イ
ツ
）
．
ケ
ル
ン
大
学
；

2
0

0
9

年
．

p
.
3
6

-3
8
.】

第
4
章
：
緊
急
保
護
命
令
・
子
ど
も
評
価
命
令
お
よ
び
教
護
施
設
収
容

(S
e
cu

re

A
cc

o
m

m
o
d

a
ti

o
n

)命
令

★
緊
急
保
護
命
令

(E
m

e
rg

e
n

cy
P

ro
te

ct
io

n
)

1
3

.
緊
急
保
護
命
令
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
短
期
保
護
下
に
置
く
必
要
が
あ
る
当
該
子
ど
も
を

居
所
か
ら
退
去
さ
せ
る
、
ま
た
は
現
在
の
居
所
で
の
保
護
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。

あ
ら
ゆ
る
者
が
緊
急
保
護
命
令
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
は
地
方
当
局
が
大

半
の
申
立
て
を
行
う
。

1
4

.
申
立
書
が
受
理
さ
れ
、
以
下
に
該
当
す
る
者
が
重
大
な
危
害
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
と
確
信
で
き
る
合
理
的
な
理
由
に
納
得
し
て
い
る
裁
判
所
の
み
が
緊
急
保
護
命
令
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
申
立
人
が
提
供
し
た
収
容
先
に
転
居
し
な
い
者
。

ま
た
は

・
収
容
し
た
場
所
に
当
該
子
ど
も
が
滞
在
し
な
い
者
。

1
5

.
申
立
人
が
地
方
当
局
ま
た
は

N
S

P
C

C
で
あ

り
、
当
該
子
ど
も
と
の
接
触
の
非
合
理
的

な
拒
否
に
よ
っ
て
捜
査
が
妨
害
さ
れ
、
申
立
人
が
急
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
た
め
接
触
を
要

す
る
と
確
信
す
る
妥
当
な
理
由
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
緊
急
保
護
命
令
も
ま
た
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

1
6

.
当
該
子
ど
も
の
健
康
お
よ
び
発
達
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
当
事
者
本
人
が
差
し

迫
っ
た
危
険
に
直
面
し
て
い
る
と
考
え
て
い
な
い
場
合
、
地
方
当
局
は
子
ど
も
評
価
（

C
h

il
d

A
ss

e
ss

m
e
n

t）
命
令
を
申
し
立
て
る
こ
と
。

1
7

.
緊
急
保
護
命
令
は
、
地
方
当
局
に
対
し
て
当
該
当
局
が
提
供
し
た
、
ま
た
は
申
立
人
の

代
理
で
提
供
し
た
居
所
に
子
ど
も
を
収
容
す
る
権
限
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
好
ま
し
い
者
（
通
常
は
地
方
当
局
）
に
当
該
子
ど
も
に
対
す
る
限
定
し
た
親
責
任
を

付
与
す
る
。

こ
の
親
責
任
は
、
当
該
子
ど
も
の
福
祉
の
保
護
に
必
要
な
範
囲
内
で
の
み
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。【
C

o
u

rt
o
rd

e
rs

a
n

d
p

re
-p

ro
ce

e
d

in
g
s

fo
r

lo
ca

l
a

u
th

o
ri

ti
es
】

フ
ラ
ン
ス

イ
ギ
リ
ス

ア
メ
リ
カ
（
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
）

親
へ
の
裁

判
所
命
令

育
成
扶
助
（
共
同
提
出
構
成
員
註
：
日
本
の
児
童
福
祉
法
第

2
8
条
措
置
に
相
応
）
で
は
、
裁

判
官
が
、
当
初
の
命
令
発
布
だ
け
に
単
発
的
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
措
置
の
間
継
続
的
に
関

与
し
て
い
く
。
裁
判
官
は
、
対
象
と
な
っ
た
子
ど
も
及
び
家
族
の
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
報

告
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
さ
ら
な
る
決
定
を
行
う
。
例
え
ば
、
交
流
及
び
宿
泊
の
権
利
の
行

使
に
つ
い
て
定
め
又
は
変
更
す
る
、
子
ど
も
を
受
け
入
れ
て
い
る
者
が
重
大
な
行
為
を
行
う
こ

と
を
許
可
す
る
、
相
談
支
援
の
担
当
者
を
変
更
す
る
、
入
所
施
設
を
変
更
す
る
等
の
決
定
で
あ

る
。
裁
判
官
は
い
わ
ば
自
ら
が
下
し
た
育
成
措
置
の
決
定
の
効
果
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
自

ら
見
届
け
る
の
で
あ
り
、
個
別
の
判
決
を
行
う
限
り
で
事
案
に
関
わ
り
を
も
つ
の
を
原
則
と
す

る
通
常
の
裁
判
官
の
働
き
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
育
成
扶
助
の
対
象
と
な
っ
た

子
ど
も
に
対
す
る
裁
判
官
の
継
続
的
な
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
民
法
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
社

会
事
業
法
上
も
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る

。【
出
典
：
久
保
野

恵
美
子
．
外
国
法
調
査
報
告
書
－

イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
－
．
東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
．
海
外
制
度
調
査
報
告
書
（
イ

ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス

）．
仙
台
：

東
北
大
学
大
学
院
；

2
0

0
9

年
．

p
.
1

7
.】

第
3
章
：
ケ
ア
命
令
、
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
命
令
お
よ
び

P
la

ce
m

en
t
命
令

★
ケ
ア
命
令

(C
a

re
O

rd
e
r)

4
.
ケ
ア
命
令
は
、
子
ど
も
を
任
命
さ
れ
た
地
方
当
局
の
ケ
ア
下
に
置
く
措
置
で
あ
る
。

・
こ
の
命
令
は
、
当
該
子
ど
も
に
居
所
を
提
供
し
、
養
育
お
よ
び
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、

1
9

8
9

年
子

ど
も

法
で

定
め

る
他

の
福

祉
に

関
す

る
責

任
に

準
じ

た
当

該
子

ど
も

の
福

祉
を

向
上
し

て
そ

の
効

果
を

得
る

、
ま
た

は
措

置
を

講
じ

る
こ

と
を

地
方
当

局
に

要
求

す
る

も
の

で
あ
る
。

ま
た
、

当
該

子
ど

も
に

対
す

る
親
責

任
、

な
ら

び
に

当
該

子
ど

も
の
親

お
よ

び
そ

の
他

の
親

責
任
を

有
す

る
者

が
、

当
該

子
ど
も

の
保

護
ま

た
は

福
祉

の
向

上
に
必

要
な

責
任

を
果

た
す

こ
と

が
で

き
る

程
度

を
判

断
す

る
権

限
を

地
方

当
局

に
付

与
す

る
。
【

C
o
u

rt
o
rd

e
rs

a
n

d

p
re

-p
ro

ce
e
d

in
g
s

fo
r

lo
ca

l
a

u
th

o
ri

ti
es
】

「
ケ
ア

命
令

」
は

地
方

当
局

等
の
申

立
て

に
よ

り
、

強
制

的
に

子
ど
も

を
地

方
当

局
の

保
護

下
に
置

く
命

令
で

あ
る

。
地

方
当
局

が
裁

判
所

に
対

し
て

「
ケ

ア
命
令

」
の

申
立

て
を

行
う

際
、「

ケ
ア
プ
ラ
ン
」
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
裁
判
所
が
こ
の
「
ケ
ア
プ
ラ
ン
」

の
内
容
を
承
認
し
な
け
れ
ば
、
事
実
上

、「
ケ
ア
命
令
」
が
発
令
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の

ケ
ア
プ

ラ
ン

の
中

に
、

必
要

に
応
じ

て
、

子
ど

も
や

親
の

た
め

の
治
療

計
画

、
精

神
医

学
的

治
療
計

画
（

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
プ
ラ

ン
）

等
が

、
具

体
的

な
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

と
共

に
記

載
さ

れ
る
。

こ
の

「
ケ

ア
プ

ラ
ン

」
に
基

づ
い

て
義

務
を

負
う

の
は

、
治
療

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

べ
き
地

方
当

局
で

あ
り

、
サ

ー
ビ
ス

の
受

給
者

で
あ

る
保

護
者

等
で
は

な
い

が
、

親
が

、
こ

の
「
ケ

ア
プ

ラ
ン

」
に

基
づ

く
サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

拒
否

し
た

場
合
等

に
は

、
家

庭
復

帰
が

認
め
ら
れ
ず

、「
養
子
縁
組
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
高
い
と
い
う
構
図
の
下
で
、
事

実
上
の
強
制
力
を
持
つ

。【
峯
本
耕
治
構
成
員
】

In
C

o
n

n
e
ct

ic
u

t
th

e
a

ct
u

a
l

o
rd

e
r

w
o
u

ld
b

e
is

su
e
d

b
y

th
e

co
u

rt
(J

u
d

g
e
).

It
is

o
ft

e
n

b
a
se

d
o
n

th
e

re
co

m
m

en
d

a
ti

o
n

o
f

th
e

p
ro

se
cu

to
r

in
a

cr
im

in
a

l
ca

se
or

C
h

il
d

P
ro

te
ct

iv
e

S
e
rv

ic
e
s

in
a

ci
v
il

ch
il

d
p

ro
te

ct
io

n
ca

se
.

P
ro

b
a

ti
on

in
a

cr
im

in
a

l
ca

se
w

ou
ld

b
e

th
e

g
ro

u
p

m
o
n

it
o
ri

n
g

th
e

p
e
rp

e
tr

a
to

r
to

m
a

k
e

su
re

th
a

t
h

e
/s

h
e

co
m

p
li

e
s

w
it

h
th

e
o
rd

e
r.

C
h

il
d

P
ro

te
ct

iv
e

S
er

v
ic

e
s

w
o
u

ld
d

o
th

e

m
o
n

it
o
ri

n
g

in
a

ci
v
il

ca
se

.【
S

te
p

h
e
n

J
.
S

e
d

e
n

sk
y

II
I,

S
ta

te
’

s
A

tt
o
rn

e
y,

O
ff

ic
e

o
f

th
e

S
ta

te
’

s
A

tt
o
rn

e
y,

J
u

d
ic

ia
l

D
is

tr
ic

t
o
f

D
a
n

b
u

ry
】

コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
で
は
、
実
際
の
命
令
は
裁
判
所
（
裁
判
官
）
が
発
出
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、

そ
の

命
令

は
、

刑
事

訴
訟

の
事

件
で

は
検

察
官

の
、

子
ど

も
保

護
の

事
件

で
は

C
h

il
d

P
ro

te
ct

iv
e

S
e
rv

ic
e
s

(C
P

S
)の

意
見
に
基
づ
く
こ
と
が
多
い
。
加
害
者
が
命
令
に
従
っ
て
い

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
刑
事
事
件
の
場
合
は
保
護
観
察
所
が
、
子
ど
も
保
護
事
件
の
場
合
は

C
P

S
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
す
る

。【
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
セ
デ
ン
ス
キ
ー
，
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州

検
事
】
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